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　 災害発生時、最も 重要なのは「 従業員の命を守ること 」です。

　 こ のため、日頃から 事業所の防災対策に取り 組むこと で、被害を 最小限に抑え、緊急事態への対応力を高めること

ができます。こ のこと は、事業の早期再開と 顧客や地域から の信用度が高まることにも つながります。

　 また、すでに防災対策を行っている事業所も 、社会情勢の変化等に合わせて対策を適宜更新すること が大切です。

事業所防災の必要性

ヒ ト

建 物

従業員の命を守る
（ 施設利用者の命を守る）

会 社

災害対応力の強化と

地域と の

信頼関係の構築

耐震性の保持・ 向上

什器類の転倒防止

什器類の固定

安否確認体制の整備

負傷者の救出・ 救護 一斉帰宅の抑制

（ 事業所内待機）

BCP基本方針の決定

CSRに基づく 防災活動

災害対策マニュアル
策定会議

2

大地震への事前対策

□
□

事業所内レイ アウト の工夫と 什器類の固定

事業所内の設備等の把握

事業所内で

留まるために……

□

□

事業所の防災体制

　 ●災害対応組織の体制・ 役割

　 ●情報収集・ 情報発信

従業員・ 施設利用者の保護

　 ●安否確認体制の整備

　 ●安否確認の連絡方法

　 ●負傷者の応急救護体制の整備

　 ●避難誘導の事前準備

　 ●水・ 食料・ 携帯ト イ レ 等の備蓄

事業所で防災対策を
推進するために……

□ 徒歩帰宅の事前準備
安全に
徒歩帰宅するために……

Check！

bosai-kiki_05-04
長方形

c-bosai-kiki_05-04
ノート注釈
c-bosai-kiki_05-04 : Accepted
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項目 Check 事業所内での対応

施設内で、なるべく 物を置かない安全スペースをつく る。
※廊下、エレベータ ーホール、ミ ーティ ングエリア等

L型金具で壁に固定、引き出し・ 扉をラッ チ式にする。
※壁が傷つけら れない場合は、ポール式器具（ つっぱり 棒）で固定する。

上下で分かれているキャビネット は連結金具で繋ぐ。

重い物は下段に入れる。

落下し やすい物を上に置かない。

デスク 周辺に背の高いキャビネット 等は配置し ない。

デスク 同士も 連結金具で固定する。

アジャスタ ーを使用する。

ベルト で壁面に固定する。

「 H型」「 コ の字型」に配置し 、床・ 壁に固定する。

落下し ないよう にL型金具で固定する。

ガラ ス飛散防止フィ ルムを貼る。

壁面棚等を活用し てヘルメット を配備する。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

安全スペース

壁面収納

デスク 周辺

O A機器

パーテーショ ン

掲示板

窓ガラ ス

共用部

項目 Check 事業所内での対応

□

□

□

□

□

□

□

□

□

建物の耐震性

施設の設備・ 機能

施設内の避難経路

地域と の協力

建物の耐震性を把握し 、耐震性能を有していない場合は、耐震改修を検討・ 着手する。

災害発生時、円滑に建物や室内の安全点検ができるよう「 安全点検チェックリ スト 」を
作成する。

消火器や防災設備（ 自動火災報知設備等）の位置や使用方法を把握し ておく 。

ライフラ イン再開のための手順や方法を把握し ておく 。

エレベータ ーの閉じ 込め防止対策を行う 。

通常の出入口と 非常口等の避難経路を確保する。

避難経路（ 特に、防火戸・ シャッ タ ー付近）には、物を置かない。

オフィ スや店舗内の配置を変更する際は、あわせて避難経路も 検討する。

防災・ 減災活動を推進し ている団体や組合、商工会などへ参画し 、地域の一員とし て、
イ ベント や防災訓練に参加する。

　 従業員や施設利用者の安全を確保するためには、事業所の危険箇所を把握し 、是正すること が重要です。

　 近年の地震による負傷者の3 0 ～5 0％は、家具類の転倒・ 落下・ 移動が原因です。

　 什器類が避難路をふさ いで、逃げ遅れる可能性も あるため、日頃から 避難路をふさ がない、妨げない事業所内の

レイ アウト を 点検・ 確認し 、転倒・ 落下・ 移動防止対策を 徹底し ましょう 。

　 平成1 3 年（ 2 0 0 1 年）9 月1 日の深夜、新宿区歌舞伎町の小規模雑居ビル（ 地上5 階、地下2 階建）の屋内階段に

隣接する3 階エレベータ ーホール付近から の出火により 、3 階と 4 階にいた従業員と 客の4 4 名が死亡、3 名が負傷

すると いう 痛まし いビル火災が発生しまし た。

　 被害が拡大し た要因とし て、「 屋内階段が1 つし かなく 、二方向避難が確保さ れていなかった」、「 屋内階段に延

焼拡大の要因と なる可燃物が大量に置かれており 、避難経路が断たれた」、「 防火戸が有効に閉鎖せず、3 階と 4

階の店舗内に火煙が急激に流入し た」「 3 階・ 4 階の非常用進入口に代わる進入口が屋外側から 広告板で覆われ

ており 、救助活動上の支障と なった」等があると さ れています。

　 また、雑居ビ ル内のテナント 経営者が異なっていたため一括し た防火管理は行われておら ず、消防計画も 全テ

ナント で未作成・ 未届であったと さ れています。

　 こ の火災の教訓を踏まえて、翌年に消防法が改正さ れ「 避難上必要な施設（ 階段、廊下、避難口）に物品が放置

さ れないよう 管理すること の義務付け」、「 避難上支障のある物品を 除去するよう 命令できる権限を 消防吏員に

付与」、「 地上へ通ずる階段が1 つし かない雑居ビ ルに対し 、自動火災報知設備設置の義務付け」などが位置付け

ら れまし た。

事業所内の設備等の把握事業所内レイアウト の工夫と 什器類の固定

　 従業員や施設利用者の安全を確保し 、事業継続するためには、施設内の設備やラ イフ ライン等の機能を把握するこ

と が大切です。

歌舞伎町ビ ル火災

　 令和7 年7 月から 、中央区市街地開

発事業指導要綱に基づき、対象と する

すべての建築計画において、防災備

蓄品を収納し た防災キャビネット を設

置するよう 指導・ 協議を行っています。

防災キャビ ネット の設置

　 多く の建物でエレベータ ーの復旧作業

が必要と なった場合、閉じ 込めら れた方の

救出が最優先さ れます。原則とし て、複数

台あるエレベータ ーのう ち1ビ ルに対し て

1 台の復旧が優先さ れます。

1 ビ ル1 台の復旧

大地震への事前対策2

東京消防庁

電子学習室

従業員は避難可能
な安全スペースを
事前に確認

従業員は机の下に
物を置かない！ デスク
の上は整理整頓！

◆施設の管理状況の把握

　 建物内に設置さ れている 防火・ 防

災に関する 設備について 、日頃から

意識し て確認しましょう 。

◆エレ ベータ ーの地震対策

　 大地震が発生すると 、エレベータ ーの運転が停止し 、閉じ 込めが発生し たり 復旧に時間がかかること が想定さ れま

す。また、安全装置が設置さ れていても 、不測の事態で正常に機能し ない場合も 起こり 得ます。特に閉じ 込めら れた方

の健康被害を防ぐ上で、エレベータ ーの地震対策は重要です。

　 エレベータ ー保守点検事業者

の連絡先は事前に確認し ておき

ましょう 。

　「 戸開走行保護装置」は、エレベータ ーのド アが開いたまま走行し たら 緊急停

止さ せる装置。「 地震時管制運転装置」は、地震発生時の初期の微動を 感知し 、

本震の到達する前に、かごを最寄り 階に停止さ せて扉を開放する装置です。

◆ラ イ フ ラ イ ン 再開のための機能の把握

　 電力・ ガス・ 上下水道などのラ

イ フ ラ イ ン に 被害が生じ た 場

合、復旧する方法を 把握し てお

く こ と が大切です。ラ イ フ ラ イ

ンの復旧方法を確認しましょう 。

参照 建築物の耐震助成・ 相談▶ 41 ページ

参照 安全点検チェッ クリ スト ▶ 4 2・ 4 3 ページ

連絡先の確認 安全装置の設置
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項目 Check 事業所内での対応

□

□

□

□

□

災害対応組織を整備し 、組織別に役割分担する。

責任者を明確にする。

発災時間帯、曜日や時季にあわせた対応策を検討する。

災害対応組織の設置基準・ 場所を決める。

事業継続計画や災害時の行動マニュアル等を作成し 、従業員等へ周知する。

災害対応の体制

構築

災害対応組織の

設置基準

従業員への周知

　 大地震発生時に従業員や施設利用者の安全を確保し 、事業継続・ 早期復旧が図れるよう 、事業所全体が一丸と なっ

て組織的な対応を行う こと が重要です。

※その他、事業所の規模に応じ て広報担当・ 衛生担当等を編成し ます。

　「 東京都事業所防災リ ーダー」と は、東京都が企業や店舗等に対し 、日頃の防災情報や発災

時の災害情報を 直接提供するサービ ス事業です。登録し た企業・ 店舗には、専用ウェ ブ ペー

ジ（ オフィ スページ）が用意さ れ、オフィ スページやメ ール・ LIN Eを 通じ て情報提供が行われ

ます。

※事業所防災リ ーダーへの登録には、必要な資格や費用負担はありません。

事業所の防災体制 事業所防災リ ーダーについて知っ ていますか？

◆帰宅困難者一時滞在施設・ 帰宅困難者一時待機場所の確保

　 東京都が公表し た被害想定では、本区で約３４万人の帰宅困難者が発生すると 想定さ れています。区では、その

う ち自宅や事業所などに行く こと ができない「 行き場のない帰宅困難者」は約５.４万人発生すると 想定しています。

　 区では、こうし た方々を受入れる施設を確保するため、再開発事業等における指導・ 協議を通じて、大型商業施設

やホテル等の民間事業者と 協力協定を結んでいます。

　 既存施設であっても 、災害時に帰宅困難者の受入れのほか水・ 食料・ 携帯ト イレなどの備蓄品の提供や、ト イレの

貸出など、地域の防災活動にご参画いただける事業者を募集しています。ぜひ区へご連絡く ださ い‼

※令和７年１２月末現在：一時滞在施設３７カ 所、一時待機場所２３カ所

◆中央区帰宅困難者対策協議会への加入

　 区は一時滞在施設等を所有・ 運営する事業者、施設の運営に協力の意

思がある事業者で構成する「 中央区帰宅困難者対策協議会」の活動を支

援しており 、本協議会に参加できる企業・ 団体を随時募集しています。

“A LL中央区”の一員になり ませんか？

大地震への事前対策2

東京都

事業所防災リ ーダー

災害対応組織の体制・ 役割

参照 一般的なBCP策定手順▶ 35 ページ

◆事業所防災リ ーダーの特徴

◆事業所防災リ ーダー優良企業認定制度

　 東京都は、事業所防災リ ーダーの登録や企業でのリ ーダーの活用を 推進するため、本事業の活用に積極的に

取り 組んでいる企業等を対象とし た「 事業所防災リ ーダー優良企業認定制度」を設けています。こ の制度では、事

業所防災リ ーダーに登録し 、本制度に公募し た企業について「 従業員や施設利用者の安全を 守るための取組」

「 事業所単位での備蓄、訓練、普及啓発等の防災の取組」「 地域と 連携し た防災の取組」の実施に基づく 審査を行

い、特に優れた取組を実施し ていると 認めら れる場合に、当該事業所は、優良企業とし て認定さ れます。

　 専用ウェ ブ ページ（ オフィ スページ ）では、登録し

た地域の災害情報や気象情報が速やかに配信さ れ

ます。

リ ーダー専用ページから 防災情報が確認でき る

　 登録済みのメ ールと LIN Eに緊急情報や東京都の

お知ら せが配信さ れます。LIN Eではメ ニューから 、知

り たい情報をすぐに調べること ができます。

メ ール・ LIN E等様々な媒体で情報を 取得でき る

　 緊急情報は赤文字、災害は種類ごとに異なるラ ベル

で表示さ れるため、災害情報を一目で把握できます。

また、東京都のお知らせも 同じ画面で確認できます。

重要な防災情報が一目でわかる

　 平時から 定期的に、従業員の防災能力向上に役立

つ「 事業所防災リ ーダー通信」や漫画形式のコ ンテン

ツが配信さ れます。

防災に関し てためになる情報が定期的に届く

災害対策本部
【 統括・ 調整】

担当例 ：  社長、専務、部長

・  全体統括、指揮命令

・  会社の被害状況集約

・  復旧に関する情報集約

総務班
【 分析・ 立案】

担当例 ： 総務部

・  二次被害防止（ 例：初期消火）

・  建物の被害状況確認・ 設備の応急措置

・  安全な場所の確保

・  情報収集（ 行政・ ライフライン・ 交通機関

など）

・  通信手段の確保

・  従業員や施設利用者の保護

（ 水・ 食料・ト イレなど）

・  地域への協力　 など

人事班
【 情報・ 救急】

担当例 ： 人事部

・  負傷者の応急救護

・  従業員の対応

（ 安否確認、帰宅の判断・ 指示など）

・  情報発信（ 社内・ 社外広報）　 など

財務班
【 保全・ 渉外】

担当例 ： 財務部、経理部

・  現金・ 有価証券等の保全

・  非常用金銭出納の実施と 管理

・  取引先への支払業務の継続

・  緊急資金の調達　 など

顧客対応班
【 保全・ 渉外】

担当例 ： 営業部

・  顧客・ 取引先と の情報連絡（ 自社の状況、

相手先の状況など）

・  緊急時の販売方針の策定　 など

◆組織体制の例

引用：東京都防災ホームページ「 事業所防災リ ーダー」「 事業所防災リ ーダー優良企業認定制度」

参照 帰宅困難者一時滞在施設・ 帰宅困難者一時待機場所の確保▶ 40 ページ

協議会は“ALL中央区”
として活動することを
目指しています
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項目 Check 事業所内での対応

□

□

□

□

□

□

情報収集・ 整理

情報収集の手段

情報発信の方法

中央区から の主な情報提供手段 発災直後～概ね3 時間 概ね3 時間～2 4 時間 概ね2 4時間以降～

中央区公式ホーム
ページ※1

（ 防災ポータ ルサイト ）

区の被害状況や避難
所情報などを提供

区内の災害情報・ 避
難情報等緊急放送

区内災害情報・ 気象
庁から 発表さ れる気
象情報（ 自動投稿）

●災害発生情報
●気象情報
●避難指示等の

緊急情報

公式LIN E
（ 事前登録）

防災行政無線

自動的に電源が入り、
区内の災害情報・ 避
難情報等緊急放送
の受信

2 8 0M Hz緊急
告知ラジオ

（ 有償頒布）

地震情報や気象庁か
ら発表さ れる気象情
報、区内防犯情報

ちゅう おう 安全・
安心メ ール※1

（ 事前登録）

●区内被害情報（ 火災、鉄道、ライフラインなど）
帰宅支援●

●医療救護所等の開設
　 　 ●帰宅困難者一時滞在施設の開設等※2

中央区防災
マッ プアプリ ※1

[登録情報]
区民以外用

安否連絡の発信機
能、帰宅困難者一時
滞在施設の開設状
況、インタ ーネット 通
信がない場合でも 、
帰宅困難者一時滞在
施設等への経路案内

●災害発生情報
●避難指示等の
　 緊急情報
●気象情報
●帰宅困難者一時

待機場所の位置

●区公式ホームページを
　 更新した旨を通知

　 　 ●帰宅困難者一時滞在施設
　 　 　 の開設等※2

公式Ｘ
（ 旧Tw itte r）

公式Faceb o o k

●区公式ホームページを
　 更新した旨を通知

情報収集の目的を明確化し 、必要な情報を整理する。

災害対策の重要度に応じ て、情報収集の優先度を整理
する。

停電や通信障害などの状況を想定し 、複数の方法を検
討し ている。

目的に応じ て、災害時に必要な情報を収集できる手段
を確保し ている。

取引先や関連企業などに伝達する方法や内容を整理
し ている。

事業所内の従業員・ 施設利用者への伝達方法や内容を
整理し ている。

●災害発生情報
●気象情報

●災害発生情報
●気象情報

◆情報収集の目的化

　 必要な情報を目的別に整理し 、情報収集が必要と なる具体的な項目を検討し

ましょう 。

【 検討例】

●業務継続のための体制を構築する。

　 →従業員の安否・ 参集状況、交通機関情報、道路情報　 など

●従業員や施設利用者の安全を確保する。

　 →施設利用者数・ 安否確認、事業所の安全点検、周囲の被害情報、区内の医療情報　 など

●建物・ 設備を応急復旧する。

　 →建物・ 設備の破損箇所・ 程度、ラ イフラ イン情報、応急復旧するために必要な資源　 など

　 施設利用者に訪日外国人がいる場合、情報収集方法に関する問い合わせが想定さ れます。訪日外国人向けの

主な情報発信ツールとし ては、「 Sa fe ty tip s」や「 JN TO  Ja p a n  Sa fe  Tra ve l」があります。

訪日外国人対応に役立つ主な情報ツ ール

大地震への事前対策2

従業員自身も 災害情報
の入手先を確認する。

従業員は、自身・ 家族の
安否を報告するための
方法を把握しておく 。

従業員も 外出時などに
備えて、災害時に役立
つアプリ を 入れておく 。
モバイ ルバッ テリ ーも
持ち歩く 。

◆情報収集の手段

　 災害時に適切な行動を取るためには、正確な情報を収集すること が重要です。入手する情報の目的別に、区や東京

都の公式情報の収集手段を確認しましょう 。

※1  日本語のほか英語、中国語（ 簡体字・ 繁体字）、韓国語に対応

※2  区外の帰宅困難者一時滞在施設の開設情報は、東京都公式ホームページ 等で確認

　 災害対応組織は、災害情報の収集はもと より 、「 得ら れた情報に基づき 、何を優先し 、どのよう な対策を講じ

るのか」と いう 目的を明確にすること が重要です。

情報収集・ 情報発信

◆情報発信の方法

　 災害発生時、自社の状況を公表する方法（ 公式ホームページ、SN S等）や内容を整理し ておきましょう 。

【 公表する主な情報例】

●自社の被害状況の有無（ 建物、従業員、移動・ 物流・ 通信手段）

※被害状況は概要のみを発表し 、個人情報や重要度の高い企業情報の公開には注意が必要です。

●業務の再開スケジュール

●緊急対応中の連絡先

※連絡先は「 取引関係者から の問い合わせ」「 報道・ 一般から の問い合わせ」などに分け、電子メ ールでの対応が基本です。

●観光庁監修のもと で開発さ れたアプリ

●対応言語は日本語、英語、中国語（ 簡体字・

繁体字）、韓国語等の1 5 言語

●緊急地震速報や避難情報等がプッシュ通知

で自動配信

●アプリ 内容：災害時に取るべき 行動（ フロー

チャート 形式）や、災害時に想定さ れる質問

集「 コ ミ ュニケーショ ンカ ード 」など

Sa fe ty  t i p s

●JN TO（ 日本政府観光局）が運営する

SN S

●災害発生時には注意喚起を促す情報

や交通機関情報等を発信

[Xアカウント ]

@ Ja p a nSa feTra ve l

[w e ib o アカウント ]

安心访日Ja p a nSa feTra ve l

JN TO  Jap an Sa fe  Trave l (JST) SN S

iO S版

And ro id 版

ちゅう おう 安全・
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項目 Check 事業所内での対応

□

□

□

□

□

□

従業員の安否

施設利用者の安否

従業員の安否を確認する体制を整備する。

（ 例： 災害対策本部　 人事班）

安否確認のための方法・ 手順を決める。

また、停電に備えて紙の従業員名簿や安否確認リ スト も 用意し ている。

外出時や事業所の休日・ 夜間に発災し た場合でも 、安否

確認できるよう 複数の確認方法を用意し ている。

施設利用者用の安否確認リ スト を用意する。

[リ スト 項目例]

氏名、会社名・ 所属部署名、けがの有無、連絡先、安否確認場所（ 例：レスト ラン、ロビ ー

等）、事業所から の退出（ 予定）時間

取引先などから 寄せら れる安否確認に対応できるよう 備える。

【 訪日外国人の場合】

訪日外国人用の安否確認リ スト を用意する。

[リ スト 項目例]

氏名（ カタ カ ナで読み方をふる）、国籍、けがの有無、日本語で

の会話レベル、安否確認場所、施設から の退出（ 予定）時間

　 N TT災害用伝言ダイ ヤルと 災害用伝言板（ w e b 1 7 1 ）、携帯電

話会社の災害用伝言板は全て連携し ているため、登録さ れたメッ

セージはどこ から でも 確認できます。

・  毎月1 日、1 5 日　
・  防災週間（ 8 月3 0 日～9 月5 日）

・  正月三が日（ 1 月1 日～1 月3 日）
・  防災と ボランティ ア週間

（ 1 月1 5 日～1 月2 1 日）

[体験利用日]

伝言を録音

1 7 1をダイヤル 17 1をダイヤル

①を入力 ②を入力

被災地の方の携帯電話番号または
固定電話番号を入力

被災地の方の携帯電話番号または
固定電話番号を入力

①を入力 ①で伝言を再生

伝言を録音 ⑧で繰り 返し 再生　 ⑨で次の伝言再生

⑨で終了 ③で再生後の伝言録音

伝言を再生

人を探し ている

「 人を探している」をクリック 「 安否情報を提供する」をクリック

名前または携帯電話番号を入力 その人の姓名を入力

「 この人を探す」をクリック 「 こ の人に関する情報を提供する」をクリック

検索結果が表示さ れる 必要事項を入力して送信する

安否情報を提供する

　「 0 0 0 0 0 JA PA N（ ファ イ ブ ゼロジャ パン ）」は、大規模災害時に公衆無線

LAN のアクセスポイント（ W i-Fiスポット ）を無料開放する取組です。

　 東日本大震災で携帯電話の回線が大きな被害を受けた教訓をもと に、通信

事業者等が加盟する「 一般社団法人無線LAN ビジネス推進連絡会（ W i-Biz）」

がこ の仕組みを作り 、こ れまでに熊本地震、大阪北部地震、北海道胆振東部地

震のほか、複数の台風や豪雨災害で提供さ れまし た。

　 災害時、携帯電話回線が使えず、イ ンタ ーネット に接続でき ない場合は、

W i-Fi接続の「 0 0 0 0 0 JAPAN 」を探しましょう 。

災害用統一SSID「 0 0 0 0 0 JA PA N（ ファ イ ブ ゼロ ジャパン ）」

大地震への事前対策2

従業員は、自分が連
絡と れない場合の緊
急連絡先を事業所に
伝えておく 。

従業員は、防災訓練な
どを通じて安否確認の
方法を確認する。

　 平時の連絡方法（ 携帯電話や社用の電子メ ール）や緊急時の連絡方法のほかに、災害時に提供さ れる災害用伝言ダ

イ ヤルや災害用伝言板なども 利用できるよう 、事前に使い方を確認し ておきましょう 。

◆N TT災害用伝言ダイ ヤル

●N TTの災害用伝言ダイ ヤル（ 1 7 1 ）は、

地震等の災害発生により 、被災地への通

信が増加し 、電話がつながり にく い状況

になっ た場合に提供が開始さ れる 声の

伝言板です。

◆災害用伝言板

●N TTが提供する災害用伝言板（ w eb171）

と 携帯電話会社の災害用伝言板があり

ます。

●PCや携帯電話等から 携帯または固定電

話番号を 入力し て安否情報の登録・ 確認

を行う こと ができます。

◆G o o g l e パーソ ンファ イ ン ダー

●G o o g l e が提供する安否情報サービ ス

です。

●「 中央区防災マッ プアプリ 」は、G o o g l e

パーソンファインダーを介し て安否情報

が確認できます。

安否確認の連絡方法

　 負傷者の救出・ 救護や、従業員・ 施設利用者の安全確保を 図るためには、速やかな安否確認のための体制

整備が重要です。

安否確認体制の整備

①スマート フォンのW i-Fi設定

　 画面を開く 。

②ネット ワーク 一覧から

　「 0 0 0 0 0 JAPAN 」を選択し て

　 接続する。

「 0 0 0 0 0 JA PA N 」の接続方法

●接続時にパスワード や認証手続きを省略し ているため、セキュリ ティ に

気をつける必要があり ます（ 接続先W eb サイト でのID やパスワード 等

の個人情報の入力、金融系サービス等の利用等）。

●「 0 0 0 0 0 JAPAN 」の利用が集中すると 、インタ ーネット の遅延やアクセ

ス障害等が発生するおそれがあり ます。安否確認や情報収集等での利

用を優先し 、譲り 合って利用しましょう 。

「 0 00 0 0 JAPA N 」利用時の注意点

従業員・ 施設利用者の保護

　 携帯電話やSN Sがつながり にく いと き 、近く に公衆電話がある場合には公衆電話を活用しましょう 。災害時、公

衆電話は通信規制の対象外とし て優先的に取り 扱われます。また、N TT東日本・ N TT西日本が判断し た場合に

は、公衆電話から の通話を 無料にすること があり ます。無料化が実施さ れる場合、アナログ公衆電話を 使用する

際には硬貨が必要なため、財布の中に小銭（ 1 0 円玉、1 0 0 円玉を各5 枚以上）を入れておきましょう 。

災害時の公衆電話

●デジ タ ル公衆電話は、本

体に緊急通報ボタ ン（ 赤い

ボタ ン）がありません。

●受話器を 上げて受話口か

ら 発信音（ ツ ー）が聞こ え

たら ダイ ヤルします。

無料化実施時のデジタ ル公衆電話の使い方

●アナログ公衆電話は、本体に緊急通報ボタ

ン（ 赤いボタ ン）があります。

●受話器を 上げてく ださ い。硬貨かテレホン

カ ード を 投入し 、受話口から 発信音（ ツー）

が聞こえたら ダイ ヤルします。

※通話終了後、硬貨またはテレホンカード は返却さ れます。

無料化実施時のアナログ公衆電話の使い方

参照 安否確認リ スト ▶ 4 4・ 4 5 ページ
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避難の経路確認

外国人客の対応

防災訓練の実施

代金の精算方法

項目 Check 事業所内での対応

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事業所内の誘導灯や避難経路にある危ない場所を事前

に確認し て改善する。

【 宿泊施設の場合】

避難経路図（ 多言語）を客室のド ア等に掲示する。

館内放送等で災害発生や安全確保、避難誘導を指示する

定型文を用意する。

従業員の中からフロアやエリ ア別に避難対応の責任者を

決める。

最低でも 1 年に一度、防災訓練・ 避難訓練を実施する。

【 避難訓練の例】

●エレベータ ーは使用せず、避難階段や避難器具を使用

し た訓練

●火災発生時の避難を想定し 、姿勢を低く し ハンカチな

どで口を覆った状態で屋外へ移動する訓練

PO Sレジや電子決済（ クレジット カ ード や電子マネー等）が使用不能と なった場合の

対応方法を決める。

訪日外国人の特性（ 行動）について理解する。

●災害そのも のを理解できない人がいる。

●発災後も エレベータ ーを使おう と する人がいる。

●ほと んどの訪日外国人は、自分だけで避難すること ができない。

施設を訪れる外国人の国籍や使用言語の傾向を把握する。

外国語で対応できる従業員を選出し ておく 。いない場合

は、翻訳機やコミ ュニケーショ ンボード など多言語ツール

を用意する。

必要なピクト グラ ム（ 図記号）を多言語表記と あわせて準

備し 、施設内の掲示場所や必要枚数等を決める。

多言語対応ツールを用意する。

●Vo iceTra（ 音声翻訳、テキスト 翻訳）

●避難所や外国人が集まる施設で活用可能な

　「 災害時多言語表示シート 」

　（ 一般財団法人自治体国際化協会（ CLA IR））

参照 外国人向け対応文例・ イ ラ スト ▶ 4 6・ 4 7ページ

大地震への事前対策2

　 従業員は施設内のどこ に避難するのか、施設利用者がいる場合は、どこ に誘導すればいいのか、事前に整理し て

おく こと が必要です。

◆A ED

　 事業所内外のA ED（ 自動体外式除細動器）の設置場

所、使用方法を把握しましょう 。

　 事業所内にA ED がない場合は、区公式ホームページ

掲載の「 区施設を含むAED 設置箇所」を確認しましょう 。

設置施設の出入口に表示ステッカ ーを貼っています。

避難誘導の事前準備

　 大地震が発生し た際には、救急車はすぐに駆けつけら れないこと が想定さ れます。日頃から 応急救護につ

いて備えておきましょう 。

負傷者の応急救護体制の整備

◆救護室の設定

　 負傷者がでる場合を 想定し 、衛生面やプ ラ イ バシー

が確保できる救護室を設定すること は大切です。

　 救護室とし て会議室

などの専用のスペース

が 確保で き な い 場合

は、パーテーショ ン等を

使用し て専用スペース

を確保します。

◆応急手当講習会等の受講

　 発災直後は、すぐ に医療機関での負傷者受入ができ

ない場合が想定さ れます。

　 消防署や公益財団法人東京防災救急協会で実施し て

いる応急手当講習会や救命講習会を 受講し ておく と 安

心です。

　 なるべく 多く の従業員に応急手当講習会等への参加

を呼びかけましょう 。

◆医療救護所の確認

　 事業所だけで対応が難し い場合は、速やかに医療従

事者や医療機関につなぎましょう 。また、近く の医療機

関が開いているか確認しましょう 。

　 区は、災害の規模や被災状況に応じ て応急手当を 行

う 医療救護所を防災拠点内に設置します。

　 こ の医療救護所は発災時、医療従事者が防災拠点に

到着後、順次開設さ れます。医療救護所の開設状況は、

区公式ホームページでご確認く ださ い。

中央区

自動体外式除細動器

（ AED ）の設置施設一覧

　 東京都は本区内にある 聖路加国際病院を 、「 災

害拠点病院（ 主に重症者の収容・ 治療を行う 病院）」

とし て指定し ています。

　 災害時は、病院前に「 緊急医療救護所」が設置さ

れ、ト リ アージ（ 治療優先度の決定）を行います。緊

急医療救護所の開設状況も 、区公式ホームページ

で確認すること ができます。

救護室
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項目 Check 事業所内での対応

□

□

□

備蓄の提供対象

備蓄品の管理

雇用の形態（ 正規・ 非正規）を問わず、事業所内で勤務する全従業員を対象とし て備

蓄し ている。

備蓄等の管理方法を決めている。

【 備蓄倉庫に余裕がある場合】

3 日以上の備蓄（ 例えば、施設利用者・ 予備分とし て従業員分に加えて1 0％程度）を検

討する。

災害用ト イ レ 、どう 備える？

大地震への事前対策2

従業員は事業所の備蓄に頼る
ことなく 、各自でも 備蓄する。

◆従業員向け備蓄

　 事業所の建物が安全な場合、従業員・ 施設利用者が建物内に留まること ができるよう 、3 日分の水・ 食料・ 携

帯ト イレなどの備蓄をし ておく こと が重要です。

水・ 食料・ 携帯ト イ レ 等の備蓄

●既存の洋式ト イ レ 等に設置

する便袋タ イ プ

●吸収シート や凝固剤を使い、

電気や水なし で利用可能

●比較的安価かつ小スペース

で保管できる。

●日頃から 携帯ト イレを 携行し

ましょう 。

携帯ト イ レ

●十分な保管スペースが確保でき ない場合は、空き スペースや共有ス

ペースにあるベンチ下の収納やデスク 下の収納、個人ロッ カ ーなど、

分散し て備蓄します。

●テナント ビ ルなどでは、ビル管理会社や他事業所と 連携し て備蓄品を

共同管理すること も 一つの有効な方法です。

保管場所の確保

●備蓄品を収めた段ボール等には、品目や購入日、備蓄品の更新時期、

管理者を示し たラ ベルを見やすい場所に貼ります。

●備蓄品のリ スト を作成し 、品目、数量、購入時期、賞味期限（ 消費期限）

などを 把握し 、賞味期限が過ぎる前に水や食料を 更新し ましょう 。期

限前のも のは、事業所で行う 防災イ ベント や訓練で配布し たり 、福祉

施設等へ寄付するなど有効活用しましょう 。

●ラジオや照明器具、ポータ ブル蓄電池などの資器材も 、作動するか定

期的に確認します。

備蓄品目の更新

●水・ 食料・ 携帯ト イレ等の備蓄品の消費をはじ め、災害時は大量の廃棄物が発生し ます。発災後当面の間、廃棄物の

収集は停止すること が想定さ れるため、事前に廃棄物置場のスペース確保や保管方法を検討し ておきましょう 。

廃棄物の保管

●段ボールの組み立て

式等があり 洋式便器

がない場合に便利

●ト イ レ が破損し た 場

合や、ト イレまでの移

動が難し い高齢者や

障害のある 方に適し

ている。

簡易ト イ レ

3 日分の備蓄量の目安（ 一人当たり ）

●水…1 日3ℓ 　 計９ℓ 　 ●主食…1 日3 食　 計9 食

●携帯ト イレ…1 日8 回　 計2 4 回　 ●毛布…1 枚

●その他品目…物資ごとに必要数を算定

◆施設利用者向けの備蓄

◆備蓄品の管理

◆従業員個人の備蓄

　 事業所内の備蓄品は、一般的に従業員全員が必要と する物品であるため、個々の従業員が必要と するも のは、それ

ぞれで備蓄に努めること が大切です。

　 自分に必要なアイテムは、職場の机やロッカ ーなどに配備するほか、外出中の発災に備え、日常使用し ているバッ グ

に携帯ト イレ、非常用食品、飲み物を携行しましょう 。

【 備蓄品目の例】

●衣類（ 着替え、下着、季節に応じ た衣類など）、栄養

補助食品・ お菓子、常用薬、メ ガネ、予備用コ ンタ

クト レンズ、モバイ ルバッテリ ー、生理用品

●備蓄量の目安…１日あたり の平均的な来客数

●飲料水や食料などは、消費サイク ルとと も に、消費期限の

近い食料品（ 店内調理のお弁当、総菜など）やレスト ラ ン

の食材等の活用も 検討

【 備蓄品目の例】

●水…ペット ボト ル入り 飲料水

●主食…アルファ米、クラッカ ー、乾パン、カッ プ麺

●その他…ラジオ、照明器具（ バルーン投光器、懐中電灯等）、予備電池、携帯電話等の充電器、救急医療薬品類、

　 　 　 　 　 衛生用品（ ト イレット ペーパー等）、暑さ・ 寒さ 対策用品（ 扇風機、冷却材や携帯カイロ等）

※上記品目に加えて、事業継続等の要素も 加味し 、事業所ごと に必要な備蓄品を検討しましょう 。

【 例】

工具類、調理器具（ 携帯用ガスコ ンロ、鍋等）、副食（ 缶詰等）、

ヘルメット 、軍手、地図、非常用発電機、燃料（ 危険物関係法

令等により 、消防署への許可申請等が必要なこと から 、保管

場所・ 数量に配慮が必要）

水や食料を選択する際は、
賞味期限に留意しましょう！
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従業員への対応

徒歩帰宅訓練の

実施

帰宅ルールの

作成

項目 Check 事業所内での対応

□

□

□

□

□

□

□

□

一斉帰宅の危険性を従業員に周知する。

やむを得ない事情で帰宅し なければなら ない従業員

については、あらかじ め理由を把握し ておく 。

従業員の帰宅を判断するため必要な情報収集項目を整理する。

[情報収集項目の例]

●交通機関の停止・ 復旧状況／代替輸送手段

●従業員の家族安否や自身の健康状態

●気象情報

●道路情報（ 主に帰宅支援対象道路）

帰宅し なければなら ない事情のある従業員についても 、一斉帰宅は避け、移動範囲や

移動手段を考慮し た分散帰宅を検討する。

業務継続や災害対応の人員確保について検討し ておく 。

社外勤務をし ている人への災害時の対応方法につい

て検討する。

徒歩帰宅が可能な従業員は、平時に帰宅支援対象道

路をメ インルート に徒歩帰宅訓練を実施する。

徒歩帰宅のサポート 情報について、従業員に周知する。

参照 従業員帰宅ルート リ スト ▶ 4 5ページ

参照 徒歩帰宅を 行う ために▶ 31 ページ

参照 公共交通機関再開後の帰宅▶ 32 ページ

大地震への事前対策2

従業員は家族に対し 、
発災後は原則、すぐに
帰宅でき な いこ と を
伝えておく 。

従業員は、最短ルート
が通行でき ない場合
に 備 え て 別 の 帰 宅
ルート も 検討・ 確認し
ておく 。

[第1 位]

　 やむを得ない事情がある人、勤務地から 概ね1 0 ㎞未満に居住し 徒歩帰宅が可能な人

[第2 位]

　 勤務地から 概ね2 0 ㎞未満の居住者で帰宅ルート の安全性が確認できた人

[第3 位]

　 勤務地から 概ね2 0 ㎞以上の居住者で帰宅ルート の安全性が確認できた人

帰宅対象者の優先順位の決め方（ 例）

●全都立学校（ 島しょ を除く ）

●東京武道館

都の施設

●「 災害時帰宅支援ステーショ ン」のステッカーがある店舗

※コ ンビニエンススト ア、ファスト フ ード・ ファミ リ ーレスト ラン、カラ オケスペースなど

●「 災害時サポート ステーショ ン」のステッカ ーがあるガソリンスタ ンド

※東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県石油商業組合加盟のガソリンスタ ンド

民間の協力施設

◆災害時帰宅支援ステーショ ン

　 原則とし て､発災4 日目以降に、徒歩帰宅者に水道水やト イレ、休憩場所などを 提供する

災害時帰宅支援ステーショ ンが開設さ れます。

◆徒歩帰宅へのサポート

　「 帰宅支援対象道路」と「 災害時帰宅支援ステ ーショ ン 」は、東京都ホームページ「 東京都防災

マッ プ」の「 災害・ 防災マッ プ 」で「 表示情報」の中から「 災害時帰宅支援ステーショ ン」を選択すると

確認できます。

◆帰宅支援対象道路

　 東京都では、都内の幹線道路1 6 路線を帰宅支援対象道路に指定し ています。

●第一京浜（ 日本橋～六郷橋）

●第二京浜（ 日本橋元標～多摩川大橋）

●中原街道（ 中原口～丸子橋）

●玉川通り（ 三宅坂～二子橋）

●甲州街道（ 桜田門～八王子）

●青梅街道・ 新青梅街道（ 新宿大ガード 西～箱根ヶ崎）

●川越街道（ 本郷3 ～東埼橋）

●中山道（ 室町3 ～戸田橋）

●北本通り（ 王子駅～新荒川大橋）

●日光街道（ 日本橋元標～水神橋）

●水戸街道（ 本町3 ～新葛飾橋・ 金町～葛飾橋）

●蔵前橋通り（ 湯島1 ～市川橋）

※帰宅支援対象道路の周辺で災害時帰宅支援ステーショ ンが開

設さ れます。

●井の頭通り（ 大原2 ～関前）

●五日市街道（ 関前～福生）

●環状7 号線

●環状8 号線

◆帰宅ルールの作成ポイ ント

●平時より 従業員の居住エリ ア、家庭の事情などの把握に努め、帰宅開始の順序等を 定めます。その際、方面別での

帰宅順序や班編成をすること も 考慮しましょう 。

●帰宅時の服装や持ち物を確認しましょう 。

●携帯電話等やメ ールなど、従業員等が安全に帰宅し たこと を確認する方法も 決めておきましょう 。

東京都防災マッ プ

東京都防災マッ プの災害・ 防災マッ プ画面

徒歩帰宅の事前準備

　 発災直後は、すぐに帰宅しよう と せず「 むやみに移動を開始し ないこと 」、「 なるべく 事業所内に留まること 」

が重要な取組と なります。

　 救命・ 救助活動や消火活動等が落ち 着き 、徒歩帰宅が可能と なった場合であっても 全員が一斉に帰宅を 開始する

と 、再び混乱が生じるおそれがあります。そのため、あらかじ め事業所内で帰宅ルールを確認し ておきましょう 。

①あわてず騒がず、状況確認

②携帯ラジオをポケット に

③作っておこう 帰宅地図

④ロッカー開けたらスニーカー（ 防災グッズ）

⑤机の中にチョ コやキャラメ ル（ 簡易食料）

⑥事前に家族で話し 合い（ 連絡手段、集合場所）

⑦安否確認、災害用伝言ダイヤル等や遠く の親戚

⑧歩いて帰る訓練を

⑨季節に応じた冷暖準備（ 携帯カイロやタ オルなど）

⑩声を掛け合い、助け合おう

帰宅困難者の行動心得1 0 か条




